
 

3 介護保険サービス等の整備 

（1）介護保険事業（支援）計画の達成状況の点検・評価の推進 

勧           告 説明図表番号 

（介護保険事業（支援）計画における利用見込み量の設定） 

市町村介護保険事業計画においては、当該市町村等が、その住民が日常

生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会

的条件、介護保険サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条

件を総合的に勘案して定める区域ごとの各年度の認知症対応型共同生活介

護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護保険サービスの種類

ごとの量の見込みについて定めるものとされている（介護保険法第 117 条

第 2項第 1号）。市町村等は、市町村介護保険事業計画の作成に当たり、当

該市町村等の区域の要介護者等の人数、要介護者等の介護保険サービスの

利用に関する意向その他の事情を勘案しなければならないほか、上記の当

該市町村等が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれ

ている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案する

よう努めるものとされている（同条第 4項及び第 5項）。 

また、都道府県介護保険事業支援計画においては、当該都道府県が定め

る区域ごとに各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特

定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に

係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その

他の介護保険サービスの量の見込みを定めるものとされている（同法第

118 条第 2項）。 

 

（介護保険事業（支援）計画の作成に当たっての国の助言等） 

介護保険法第 119 条においては、都道府県知事から市町村等に対する市

町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項に係る助言や、厚生労働大臣

から都道府県に対する都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他

都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項に係る助言につ

いて規定されている。 

これを受けて、厚生労働省は、第 6期（平成 27 年度から 29年度まで）

の介護保険事業（支援）計画の策定に係る支援の一環として、「介護保険事

業計画用ワークシート」（市町村等が市町村介護保険事業計画の策定に当た

り、各年度の介護保険サービスの種類ごとの見込み量等を算定するのに使

用する Excel の計算シート）の配布、「日常生活圏域ニーズ調査」（市町村

等において実施し、現在不足している施策やサービス等を把握・分析して

介護保険事業（支援）計画の策定に活用するための調査）の調査票のひな

型の配布等を行っている。 
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（第 6期の介護保険事業（支援）計画に係る基本指針） 

第 6 期の介護保険事業（支援）計画の策定に当たり国が都道府県・市町

村等に示した基本指針においては、次の事項が重要であるとされている。 

① 高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、「地域包括ケアシステム」の構築に努

めること 

② 地域包括ケアシステムの構築に向けて、介護保険サービスの充実・強

化に関し、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症で

ある者の増加等を踏まえ、高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔軟な

サービス提供により支えることが可能な「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護」、「小規模多機能型居宅介護」及び「複合型サービス（看護小規

模多機能型居宅介護）」等の普及に留意すること 

③ 介護保険事業（支援）計画については、各年度において、その達成状

況を点検し、その結果に基づいて対策を実施すること 

④ 高齢者への自立支援の効果、地域における日常生活の継続の状況、在

宅と施設のサービスの量の均衡など介護保険事業（支援）計画の達成状

況を分析し、かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ること 

 

なお、厚生労働省は、平成 30年 3月、この基本指針の全部を改正し、第

7 期（平成 30 年度から 32 年度まで）の介護保険事業（支援）計画の策定

のための基本的事項等を定めた新たな介護保険事業に係る保険給付の円

滑な実施を確保するための基本的な指針（平成 30 年厚生労働省告示第 57

号）を公表している。 

 

【調査結果】 

Ａ 意識調査の結果 

   今回、ケアマネジャー及び家族介護者に対して、調査票に介護老人福祉

施設（特別養護老人ホーム）、認知症対応型共同生活介護（認知症グルー

プホーム）、介護老人保健施設、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対

応型訪問介護看護、短期入所生活介護（ショートステイ）、訪問介護、通

所介護等の選択肢を用意し、不足していると思うサービスを選択してもら

う方法で、介護保険サービスの過不足に関する意識について調査した結果

は、次のとおりである。 

 

（ケアマネジャーが不足していると感じる介護保険サービス） 

調査対象のケアマネジャーが不足を感じている施設・居住系サービス

の回答（複数選択可）をみると、介護老人福祉施設（特別養護老人ホー

ム）は42.9％（221人/515人）、認知症対応型共同生活介護（認知症グル

ープホーム）は19.8％（102人/515人）、介護老人保健施設は18.3％（94
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人/515人）であった。また、在宅系サービスについては、夜間対応型訪

問介護は46.0％（237人/515人）、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は

39.8％（205人/515人）、短期入所生活介護は37.5％（193人/515人）、

訪問介護は21.0％（108人/515人）であった。 

 

（ケアマネジャーが不足していると感じる介護保険サービスの機能等） 

調査対象のケアマネジャーが不足を感じている介護保険サービスの機

能の回答をみると、「家族介護者が急な用件で介護ができなくなった時

などに、一時的に介護を引き受ける（又はサービスを延長する）在宅・

施設サービス」は77.7％（400人/515人）であり、これに該当する主な介

護保険サービスとしては、短期入所生活介護（ショートステイ）及び通

所介護（デイサービス）がある。 

このほか、在宅系サービスのうち、平日の昼間に利用できるサービス

が「やや不十分」又は「不十分」は19.0％（99人/521人）であるのに対

し、平日の夜間については77.8％（404人/519人）、土日（祝日）の昼間

については58.8％（304人/517人）、土日（祝日）の夜間については84.2％

（437人/519人）が「やや不十分」又は「不十分」と回答した。これらに

該当する主な介護保険サービスとしては、短期入所生活介護、通所介護、

夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護がある。 

 

（家族介護者の施設への入居希望状況） 

調査対象の家族介護者の施設への入居希望に関する回答をみると、

「現在は施設への入居を希望していない」が86.3％（1,537人/1,782人）、

「施設への入居を希望し待機している」が13.7％（245人/1,782人）であ

った。 

一方で、入居を希望している施設に関する回答（複数選択可）をみる

と、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）が75.6％（170人/225人）、

介護老人保健施設が11.6％（26人/225人）、認知症グループホームが

10.7％（24人/225人）であった。 

 

Ｂ 実地調査の結果 

今回、上記Ａの意識調査結果において、ケアマネジャーや家族介護者か

ら不足を感じているとの回答が多かった介護保険サービスを中心に、10サ

ービス（①介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護を含む。）、②介護老人保健施設、③認知症対応型共同生活介護、④夜間

対応型訪問介護、⑤定期巡回・随時対応型訪問介護看護、⑥短期入所生活介

護、⑦訪問介護、⑧通所介護、⑨小規模多機能型居宅介護、⑩複合型サービ

ス（看護小規模多機能型居宅介護））を選定し、これら10の介護保険サービ

スに関し、第6期の計画期間における調査対象の20都道府県及び当該都道府
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県内に所在する県庁所在地と高齢化率等を中心に選定した40市町村等の介

護保険事業（支援）計画について、施設・居住系のサービスにおける必要入

所定員総数その他の介護保険サービスの種類ごとの量の見込み（以下「利

用見込み量」という。）の設定状況及びその達成状況の点検・評価の状況に

ついて調査した結果、以下のとおり、各年度における介護保険サービスの

利用見込み量の達成状況の点検・評価の重要性が十分理解されていないこ

と等から、その対応が自治体によって区々となっている状況がみられた。 

 

ア 介護保険事業（支援）計画における介護保険サービスの利用見込み量

の設定状況 

10 の介護保険サービスに関し、地域における介護保険サービスの整備

を進める上での基礎となる利用見込み量について、調査対象の 20都道府

県及び 40市町村等の介護保険事業（支援）計画における第 6期の計画期

間での設定状況を調査した結果、次のとおり、計画期間における各年度

の利用見込み量が設定されていないものがみられ、これらの中には、上

記の意識調査において当該自治体在住のケアマネジャーから不足を感じ

るとの回答が寄せられている介護保険サービスもみられた。 

  (ｱ) 計画期間中の利用見込み量の設定状況 

① 一定数（1以上の数。以下同じ。）の利用見込み量を設定している

もの ＜20都道府県・40市町村等の延べ 558サービス（注 1）＞ 

（注）1 介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護と

の利用見込み量を合算して計上している自治体があるため、両サービ

スを合わせて 1サービスとして整理している。（以下、本細目におい

て同じ。）              

② 一定数の利用見込み量を設定していないもの 

＜2都道府県・22市町村等の延べ 42サービス＞ 

ⅰ）計画期間の初年度（平成 27年度）に、当該サービスを提供する

事業所の整備計画があり、かつ実際に当該サービスの提供が行わ

れているが、介護保険事業（支援）計画では、計画期間中の利用

見込み量をゼロとしているもの＜1 市町村の 1 サービス（定期巡

回・随時対応型訪問介護看護）＞ 

ⅱ）計画期間中の平成 28 年度又は 29 年度に、当該サービスを提供

する事業所の整備計画があるが、介護保険事業（支援）計画では、

計画期間中の利用見込み量をゼロとしているもの＜1 市町村の 1

サービス（看護小規模多機能型居宅介護）＞ 

ⅲ）以前から当該サービスを提供しており、計画期間中にも新たな

サービスの整備計画を記載しているにもかかわらず、介護保険事

業（支援）計画には利用見込み量を記載していないもの＜1都道府

県の 2 サービス（介護老人福祉施設（地域密着含む）・介護老人

保健施設）＞ 

ⅳ）計画期間中の当該サービスの提供を行う予定がないとして、介
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護保険事業（支援）計画には計画期間中の利用見込み量をゼロ又

は無記載としているもの＜1都道府県、22市町村等の延べ 38サー

ビス＞ 

a）夜間対応型訪問介護＜21サービス＞（注 2） 

b）定期巡回・随時対応型訪問介護看護＜4サービス＞ 

c）小規模多機能型居宅介護＜1サービス＞ 

d）複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）＜12サービス

＞ 

（注）2 夜間対応型訪問介護の 21 サービスのうち、7 サービス（1 都道府

県・6市町村等）は、上記の意識調査において、当該自治体に在住す

るケアマネジャーから不足を感じるとの回答が提出されている。 

 

(ｲ) 平成 27年度における利用見込み量の設定状況 

① 一定数の利用見込み量を設定しているもの 

  当該年度におけるサービスの利用見込みがあるとして一定数の利

用見込み量が計画に掲げられているもの 

＜20都道府県・40市町村等の延べ 547サービス＞              

② 一定数の利用見込み量を設定していないもの  

＜3都道府県・26市町村等の延べ 53サービス＞ 

ⅰ）平成 27年度に、当該サービスを提供する事業所の整備計画があ

り、かつ実際に当該サービスの提供が行われているが、利用見込

み量をゼロとしているもの＜1市町村の 1サービス（定期巡回・随

時対応型訪問介護看護）＞ 

ⅱ）第 6 期介護保険事業計画には当該サービスを提供する事業所の

整備計画を記載していないが、平成 27年度に当該サービスの提供

が開始されているにもかかわらず、利用見込み量をゼロとしてい

るもの＜1 市町村の 1 サービス（看護小規模多機能型居宅介護）

＞ 

ⅲ）以前から当該サービスを提供しており、平成 27年度にも当該サ

ービスの提供が行われているにもかかわらず、利用見込み量を記

載していないもの＜1 都道府県の 2 サービス（介護老人福祉施設

（地域密着含む）・介護老人保健施設）＞ 

ⅳ）平成 27年度内に当該サービスの提供予定がないとして利用見込

み量がゼロ又は無記載となっているもの＜2 都道府県・25 市町村

等の延べ 49 サービス＞ 

 

イ 平成27年度の利用見込み量と利用実績 

これら平成 27 年度の利用見込み量を一定数設定している 546 サービ

ス（注 3）について、同年度の利用見込み量に対する利用実績の割合をみ

ると、ⅰ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護、ⅱ）小規模多機能型居
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宅介護、ⅲ）看護小規模多機能型居宅介護を中心に、利用見込み量と利

用実績との間にかい離があるものがあった。 

また、平成 27年度の利用見込み量に基づき作成したサービスの整備計

画においては、介護職員等が確保できないといった構造的な理由や需要

が見込めないといった利用見込み量自体の妥当性に係る理由によりサー

ビスの整備・運営の入札に事業者が参加しないなどとして、計画どおり

整備が進んでいない状況がみられた。中には、進捗率（計画に設定した

サービスの整備目標に対する整備した施設・事業所の床数、箇所数等の

割合）が低調なもの（70％未満）もあった。 

  （注）3 上記ア(ｲ)の 547サービスとの数の差は、1市町村等において、小規模多機

能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護とを合算して見込み量を計上し

ているため。 

 

(ｱ) 平成 27 年度利用見込み量に対する利用実績の割合 

調査対象の都道府県・市町村等で一定数の利用見込み量が設定され

ているサービスにおいては、次のとおり、利用見込み量と利用実績と

の間にかい離が生じているものがある。 

 

（利用見込み量に対する利用実績が低調なもの） 

① 利用見込み量に対する利用実績の割合が 70％未満（かい離 30％以

上）のもの＜調査対象都道府県・市町村等で提供される延べ 78サー

ビス＞ 

ⅰ）訪問介護 5％（3サービス/60サービス） 

ⅱ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 65.3％（32サービス/49サ

ービス） 

ⅲ）夜間対応型訪問介護 34.2％（13サービス/38サービス） 

ⅳ）小規模多機能型居宅介護 6.9％（4サービス/58サービス） 

ⅴ）看護小規模多機能型居宅介護 60.5％（26サービス/43サービス） 

 

② 利用見込み量に対する利用実績の割合が 50％未満（かい離 50％以

上）のもの＜調査対象都道府県・市町村等で提供される延べ 42 サ

ービス＞ 

ⅰ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 40.8％（20サービス/49サ

ービス） 

ⅱ）夜間対応型訪問介護 21.1％（8サービス/38サービス） 

ⅲ）小規模多機能型居宅介護 3.4％（2サービス/58サービス） 

ⅳ）看護小規模多機能型居宅介護 27.9％（12サービス/43サービス） 

 

（利用見込み量に対する利用実績が高調なもの） 

③ 利用見込み量に対する利用実績の割合が 130％以上（かい離 30％
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以上）のもの＜調査対象都道府県・市町村等で提供される延べ 7 サ

ービス＞ 

ⅰ）訪問介護 1.7％（1サービス/60サービス） 

ⅱ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2.0％（1サービス/49サー

ビス） 

ⅲ）夜間対応型訪問介護 10.5％（4サービス/38サービス） 

ⅳ）看護小規模多機能型居宅介護 2.3％（1サービス/43サービス） 

 

④ 利用見込み量に対する利用実績の割合が 150％以上（かい離 50％

以上）のもの＜調査対象都道府県・市町村等で提供される延べ 6 サ

ービス＞ 

ⅰ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 2.0％（1サービス/49サー

ビス） 

ⅱ）夜間対応型訪問介護 10.5％（4サービス/38サービス） 

ⅲ）看護小規模多機能型居宅介護 2.3％（1サービス/43サービス） 

 

(ｲ) 平成 27 年度の利用見込み量に基づくサービスの整備計画の進捗率 

平成 27 年度における定量的な整備目標を設定し、目標の達成状況が

確認できた 9 都道府県及び 11 市町村等の延べ 59サービス中、整備目

標が未達成のものが延べ 36サービス（6都道府県及び 8市町村等）あ

り、中には、進捗率が 70％未満のものが延べ 16 サービス（3 都道府

県、7市町村等）あった。その内訳は以下のとおりとなっている。 

ⅰ）介護老人福祉施設 ＜1サービス＞（1市町村等） 

ⅱ）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ＜1 サービス

＞（1市町村等） 

ⅲ）認知症対応型共同生活介護＜6サービス＞（2都道府県、4市

町村等） 

ⅳ）定期巡回・随時対応型訪問介護看護＜4サービス＞（1都道府

県、3市町村等） 

ⅴ）小規模多機能型居宅介護＜3サービス＞（1都道府県、2市町

村等） 

ⅵ）看護小規模多機能型居宅介護＜1サービス＞（1都道府県） 

 

また、整備目標が未達成の延べ 36サービスについて該当する都道府

県、市町村等では、未達成の主な原因について、介護保険サービスを

担う事業者が、次の理由から、整備を進めようとするサービス事業所

の建設・運営の入札に参加しないことによるものとしている。 

ⅰ）介護職員等の確保ができない（3都道府県・3市町村等） 

ⅱ）利用者からの需要が見込めない（2都道府県・3市町村等） 
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ⅲ）施設の規模や活動圏域が限定的で採算がとれない（2 市町村等） 

ⅳ）施設の建設費が高騰している（1都道府県・2市町村等） 

 

ウ 平成 27年度の介護保険事業（支援）計画の達成状況についての点検・

評価の状況 

調査対象 20 都道府県及び 40 市町村等における平成 27 年度の介護保

険事業（支援）計画の達成状況の点検・評価について聴取した結果、次

のとおり、計画期間の最終年度の 29年度に実施するなどとして点検・評

価を実施していないとするものが全体の 28.3％に当たる 17自治体（3都

道府県、14市町村等）みられた。 

また、これらの中には、次のとおり、利用見込み量と利用実績との間

にかい離があるにもかかわらず、点検・評価を実施していないものがみ

られた。 

 

(ｱ) 平成 27年度の計画の達成状況の点検・評価の有無 

  調査対象 20都道府県・40市町村等のうち、 

 ① 点検・評価を実施しているものが全体の 71.7％に当たる 43 自治

体（17都道府県、26市町村等）あり、これらの中には、自治体内に

設置された保健・福祉に関する委員会等に達成状況を諮っているも

のもみられる（12都道府県・20市町村等）。 

② 点検・評価を実施していないものが全体の 28.3％に当たる 17 自

治体（3都道府県、14市町村等）あり、うち 15自治体は、計画期間

の最終年度の平成 29 年度に実施する予定としている（3都道府県、

12市町村等）。 

 

(ｲ) 平成 27 年度の計画の達成状況が点検・評価されていないサービス

における利用見込み量に対する利用実績の割合 

平成 27 年度の計画の達成状況の点検・評価が実施されていない 17

自治体（3都道府県・14市町村等）のサービスのうち、 

① 平成 27 年度の利用見込み量と利用実績との間に 30％以上のかい

離があるものが延べ 23サービス（2都道府県・12市町村等）あり、 

② 平成 27 年度の利用見込み量と利用実績との間に 50％以上のかい

離があるものが延べ 15サービス（1都道府県・9市町村等）あった。 

 

【所見】 

 したがって、厚生労働省は、地域の実態やニーズを的確に反映した介護保

険サービスの整備を計画的かつ着実に進める観点から、次の措置を講ずる必

要がある。 

① 都道府県及び市町村等の介護保険事業（支援）計画の各年度における達

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(1)-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(1)-15 

 

－65－



 

成状況の点検・評価について、介護保険法や基本指針等の内容・趣旨を踏

まえ、適切に実施するよう都道府県及び市町村等に改めて助言すること。 

② 上記①の点検・評価の状況について把握するとともに、効果的な点検・

評価の方法について都道府県及び市町村等に示すこと。 
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図表 3－(1)－1 介護保険法（平成 9年法律第 123号）（抜粋） 

（基本指針）  

第百十六条 厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法

律（平成元年法律第六十四号）第三条第一項に規定する総合確保方針に即して、介護保険

事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（以下「基本指針」とい

う。）を定めるものとする。  

２ 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関する基本的

事項  

二 次条第一項に規定する市町村介護保険事業計画において同条第二項第一号の介護給付等

対象サービスの種類ごとの量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町

村介護保険事業計画及び第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画の作

成に関する事項  

三 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するために必要な事項  

３ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するに当たっては、あらかじめ、総

務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。  

４ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。  

 

（市町村介護保険事業計画）  

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業

に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定

めるものとする。  

２ 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通

事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況そ

の他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型

共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見

込み  

二 各年度における地域支援事業の量の見込み  

３ 市町村介護保険事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項につ

いて定めるよう努めるものとする。  

一 前項第一号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の

確保のための方策  

二 各年度における地域支援事業に要する費用の額及び地域支援事業の見込量の確保のため

の方策  

三 介護給付等対象サービスの種類ごとの量、保険給付に要する費用の額、地域支援事業の

量、地域支援事業に要する費用の額及び保険料の水準に関する中長期的な推計  
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四 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業

を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（介護給付に

係るものに限る。）の円滑な提供を図るための事業に関する事項  

五 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予

防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス

（予防給付に係るものに限る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るため

の事業に関する事項  

六 認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、居宅要介

護被保険者及び居宅要支援被保険者に係る医療その他の医療との連携に関する事項、高齢

者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常

生活の支援のため必要な事項  

４ 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の

介護給付等対象サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案して作成されなければな

らない。  

５ 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心

身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案

して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。  

６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計

画と一体のものとして作成されなければならない。  

７ 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法

律第五条第一項 に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならな

い。  

８ 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条 に規定する市町村地域福祉計画、高齢

者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）第四条の二第一項に規定す

る市町村高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保

健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならな

い。  

９ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、

被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。  

10 市町村は、市町村介護保険事業計画（第二項各号に掲げる事項に係る部分に限る。）を定

め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。  

11 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道

府県知事に提出しなければならない。  

 

（都道府県介護保険事業支援計画）  

第百十八条 都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施の支援に関する計画（以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。）を定め

るものとする。  

２ 都道府県介護保険事業支援計画においては、当該都道府県が定める区域ごとに当該区域に
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おける各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及

び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種

類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込みを定めるものと

する。  

３ 都道府県介護保険事業支援計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。  

一 介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環

境の改善を図るための事業に関する事項  

二 介護サービス情報の公表に関する事項  

三 介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確

保又は資質の向上に資する事業に関する事項  

四 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円

滑な提供を図るための事業に関する事項  

五 第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行

う事業に関する事項  

４ 都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項に規定する事項及び前項各号に掲げる

事項のほか、第二項の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度

の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。  

５ 都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老

人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。  

６ 都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関

する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び医療法第三十条の四第一項に規定する

医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。  

７ 都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援

計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安

定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住

に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。  

８ 都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを厚生労働大臣に提出しなければならない。  

 

（都道府県知事の助言等）  

第百十九条 都道府県知事は、市町村に対し、市町村介護保険事業計画の作成上の技術的事項

について必要な助言をすることができる。  

２ 厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県介護保険事業支援計画の作成の手法その他都

道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることが

できる。  

 

（国の援助）  
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第百二十条 国は、市町村又は都道府県が、市町村介護保険事業計画又は都道府県介護保険

事業支援計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施される

ように必要な情報の提供、助言その他の援助の実施に努めるものとする。 

 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 3－(1)－2 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平

成 27年厚生労働省告示第 70号）（抜粋） 

二十一世紀の超高齢社会における介護問題の解決を図るため、国民の共同連帯の理念に基づ

き、要介護者等を社会全体で支援する仕組みとして、介護保険制度が創設された。 

介護保険制度が施行された二千年(平成十二年)当時、約九百万人だった後期高齢者(七十五歳

以上の高齢者をいう。以下同じ。)は、現在約千四百万人となっており、さらに、いわゆる団塊

の世代が後期高齢者となる二千二十五年(平成三十七年)には二千万人を突破することが見込ま

れており、特に都市部を中心に後期高齢者数が急増するとともに、単身又は夫婦のみの高齢者

世帯、認知症である者が増加することも見込まれる。 

こうした中、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地

域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくためには、限りある

社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら十分な介護サービスの確保のみに留まらず、医療、

介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシ

ステム」を各地域の実情に応じて構築していくことが重要である。 

このため、二千十一年(平成二十三年)には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の創設等の

介護保険制度の見直しが行われ、二千十四年(平成二十六年)には、持続可能な社会保障制度の

確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)に基づく措置とし

て、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律(平成二十六年法律第八十三号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)により、医療法

(昭和二十三年法律第二百五号)その他の関係法律の改正による効率的かつ質の高い医療提供体

制を構築するための医療制度改革と一体的に、地域包括ケアシステムの構築及び介護保険制度

の持続可能性の確保のため、地域支援事業の充実、低所得者の保険料軽減の強化、予防給付の

うち訪問介護及び通所介護の地域支援事業への移行、特別養護老人ホームへの新規入所者を原

則要介護三以上の高齢者に限定すること及び所得・資産のある人の利用者負担の見直し等を一

体的に行う介護保険制度の改革が行われたところである。 

この指針は、これらの介護保険制度改革を踏まえ、二千二十五年(平成三十七年)における目

標を示した上で、第六期(平成二十七年度から平成二十九年度まで)の市町村介護保険事業計画

及び都道府県介護保険事業支援計画の策定のための基本的事項を定めるとともに、地域の実情

に応じた介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施が計画的に図

られるようにすることを目的とするものである。 

なお、東日本大震災によって、家庭や地域等のコミュニティにおける人々の絆やつながりの

重要性を再確認したところであり、今後の介護保険の在り方を考えるに当たっても、自助を支

－70－



 

える「共助」を軸とした「安心して暮らせる地域社会」に資するような仕組みを目指していくこ

とが重要である。 
 

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項 

一 地域包括ケアシステムの基本的理念 

市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県は、介護保険法(平成九年法律第百二十

三号。以下「法」という。)の基本的理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して、介護給付等

対象サービス(介護給付又は予防給付に係る居宅サービス等をいう。第二の三の 4(一)及び

第三の二の 3を除き、以下同じ。)を提供する体制の確保及び地域支援事業の実施を図り、

地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常

生活の支援が包括的に確保される体制(以下「地域包括ケアシステム」という。)の構築に

努めることが重要である。 

なお、国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び

福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他必要な各般の措置を講ずるものと

する。 

1 介護給付等対象サービスの充実・強化 

高齢者が要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」という。）となっても、自

分の意思で自分らしい生活を営むことを可能とする「高齢者の自立と尊厳を支えるケア」

を確立することが重要である。 

そのために、認知症である者や高齢者が環境変化の影響を受けやすいことに留意し、

これらの者が要介護状態等となっても、可能な限り、住み慣れた地域において継続して

日常生活を営むことができるよう指定地域密着型サービス等のサービスの提供や在宅と

施設の連携等、地域における継続的な支援体制の整備を図ることが重要である。 

その際、重度の要介護者、単身又は夫婦のみの高齢者世帯、認知症である者の増加等

を踏まえ、高齢者の日常生活全般を毎日複数回の柔軟なサービス提供により支えること

が可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サー

ビス等の普及に留意することが重要である。 

さらに、施設に入所する場合も、施設での生活を居宅での生活に近いものとし、高齢

者の意思及び自己決定を最大限尊重すること。 

2～5（略） 

二 （略） 

三 二千二十五年を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けた目標 

高齢者の自立と尊厳を支えるケアを実現するため、いわゆる団塊 の世代が七十五歳以上

となり介護が必要な高齢者が急速に増加することが見込まれる二千二十五年(平成三十七

年)までの間に、各地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築することを目標とし

て、介護給付等対象サービスの充実を図るとともに、在宅医療・介護連携の推進、認知症施

策や生活支援サービスの充実等地域包括ケアシステムの構築に向けた方策に取り組むこと

が重要である。 
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このため、第六期以降の市町村介護保険事業計画を地域包括ケア計画として位置付け、

二千二十五年までの各計画期間を通じて地域包括ケアシステムを段階的に構築することと

し、まずは第六期の位置付け及び第六期期間中に目指すべき姿を具体的に明らかにしなが

ら目標を設定し取組を進めることが重要である。 
四～八（略） 
 

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項 
一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項 

  1～6 （略） 

  7 その他 
  （一）～（二）（略） 

 （三）達成状況の点検及び評価 
市町村介護保険事業計画については、各年度において、その達成状況を点検し、その

結果に基づいて対策を実施することが重要である。 
この場合においては、高齢者への自立支援の効果、地域における日常生活の継続の

状況、在宅と施設のサービスの量の均衡等の市町村介護保険事業計画の達成状況を分

析し、かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ることが重要である。 
特に、要支援者に対するサービス提供について、市町村が計画期間中の取組、費用等

の結果について検証し、第七期以降の計画につなげていくこと。具体的には、ガイドラ

インを参考にしながら、関係者間で議論しつつ、評価し、結果を共有していくことが重

要であること。 
 二～三（略） 
 
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項 
 一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項 
  1～6 （略） 

7 その他 

（一）～（二）（略） 
（三）達成状況の点検及び評価 

都道府県介護保険事業支援計画については、各年度において、その達成状況を点検

し、その結果に基づいて対策を実施することが重要である。 
この場合においては、高齢者への自立支援の効果、地域における日常生活の継続の

状況、在宅と施設のサービスの量の均衡等の都道府県介護保険事業支援計画の達成状

況を分析し、かつ、評価するための項目を設定する等の工夫を図ることが重要である。 
 二～三（略） 
 

（注）下線は当省が付した。 
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図表 3－(1)－3 ケアマネジャーが不足していると感じる施設・居住系のサービス 

 

（注）当省の意識調査結果による。 

 

 

図表 3－(1)－4 ケアマネジャーが不足していると感じる在宅系サービス 

 

（注）当省の意識調査結果による。 
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介護老人福祉施設

（特別養護老人ﾎｰ
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介護老人保健施設 特定施設入居者生

活介護（有料老人ﾎｰ

ﾑ（サ高住含む））

認知症対応型共同

生活介護（認知症ｸﾞ
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50.0

37.5 15.3 2.5 21.0 15.9 11.7 39.8 46.0 6.8

短期入所生

活介護
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問介護看護
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その他
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図表 3－(1)－5 ケアマネジャーが不足していると感じる介護保険サービスの機能等 

 

（注）当省の意識調査結果による。 

 

図表 3－(1)－6 ケアマネジャーが不足していると感じる在宅系サービスを利用できる日・時間 

  
十分で

ある 

おおむ

ね十分

である 

やや不

十分で

ある 

不十分

である 

わから

ない 

平日の昼間の利用(n=521) 
人数 91 330 79 20 1 

（％） 17.5 63.3 15.2 3.8 0.2 

平日の夜間の利用(n=519) 
人数 12 90 163 241 13 

（％） 2.3 17.3 31.4 46.4 2.5 

土日（祝日）の昼間の利用(n=517) 
人数 19 191 192 112 3 

（％） 3.7 36.9 37.1 21.7 0.6 

土日（祝日）の夜間の利用(n=519) 
人数 8 59 168 269 15 

（％） 1.5 11.4 32.4 51.8 2.9 

（注）当省の意識調査結果による。 

 

図表 3－(1)－7 家族介護者の施設への入居希望状況 

  

（注）当省の意識調査結果による。 
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する）在宅・施設サービス

特定の医療行為を提供している在

宅・施設サービス

%%
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現在は施設への入居を希望していない

施設への入居を希望し待機している

n=1,782 

(％) 
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図表 3－(1)－8 家族介護者の入居希望施設 

  
（注）当省の意識調査結果による。 

 

 

 

 

図表 3－(1)－9 平成 27年度から 29年度までの 3か年の利用見込み量の設定状況 

区分 
都道府
県 

市町村
等 

サービ
ス数 

一定数の利用見込み量を設定しているもの 20 40 558 

一定数の利用見込み量を設定していないもの 2 22 42 

  

計画期間の初年度（平成 27年度）に、当該サービスを提供する事業

所の整備計画があり、かつ実際に当該サービスの提供が行われている

が、計画には、計画期間中の利用見込み量をゼロとしているもの 

  

  

  

 

0 

  

  

  

 

1 

  

 

1 

  

計画期間中の平成 28年度又は 29年度に、当該サービスを提供する事

業所の整備計画があるが、計画には、計画期間中の利用見込み量をゼ

ロとしているもの 

0 1 1 

  

以前から当該サービスを提供しており、計画期間中にも新たなサービ

スの整備計画を記載しているにもかかわらず、利用見込み量を記載し

ていないもの 

1 0 2 

 

計画期間中の当該サービスの提供を行う予定がないとして計画期間中

の利用見込み量がゼロ又は無記載となっているもの 
1 22 38 

 
うち、当該市町村等に在住するケアマネジャーから不足を感じる

との回答が提出されているもの 
 1  6  8 

合計 20 40 600 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 都道府県数及び市町村等数については、同一自治体の重複を除いているため、合計値が一致しない。 

  

 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

75.6 11.6  4.4 10.7  3.6
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図表 3－(1)－10 平成 27年度における利用見込み量の設定状況 

区分 
都道府
県数 

市町村
等数 

サービ
ス数 

一定数の利用見込み量を設定しているもの 20 40 547 

一定数の利用見込み量を設定していないもの 3 26 53 

  

平成 27年度に、当該サービスを提供する事業所の整備計画があり、

かつ実際に当該サービスの提供が行われているが、利用見込み量をゼ

ロとしているもの 

  

  

  

 

0 

  

  

  

 

1 

  

 

1 

  

第 6期介護保険事業計画には当該サービスを提供する事業所の整備計

画を記載していないが、平成 27年度に当該サービスの提供が開始さ

れているにもかかわらず、利用見込み量をゼロとしているもの 

0 1 1 

  

以前から当該サービスを提供しており、平成 27年度にも当該サービ

スの提供が行われているにもかかわらず、利用見込み量を記載してい

ないもの 

1 0 2 

 平成 27年度内に当該サービスの提供予定がないとして利用見込み量

がゼロ又は無記載となっているもの 
2 25 49 

合計 20  40 600 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 都道府県数及び市町村等数については、同一自治体の重複を除いているため、合計値が一致しない。 

 

 

図表 3－(1)－11 介護保険サービス別・実施主体別・指標別の平成 27年度利用見込み量に対す

る利用実績の割合                               （単位：サービス数・自治体数） 
    項目 

 

 

利用見込み 
量に対する利 
用実績の割合 

介護老人福祉施設

（地域密着型介護老

人福祉施設入所者生

活介護を含む。） 

介護老人保健

施設 

認知症対応型共

同生活介護 

訪問介護 通所介護 

都道 

府県 

市町 

村等 

都道 

府県 

市町 

村等 

都道 

府県 

市町 

村等 

都道 

府県 

市町 

村等 

都道 

府県 

市町 

村等 

0％           

0％超 10％未満           

10％以上 20％未満           

20％以上 30％未満           

30％以上 40％未満           

40％以上 50％未満           

50％以上 60％未満           

60％以上 70％未満       2 1   

70％以上 80％未満    1   1 2   

80％以上 90％未満  2  5 2 6 2 4  5 

90％以上 100％未満 19 28 18 23 17 29 7 20 12 16 

100％以上 110％未満  8 1 8 1 5 8 9 7 14 

110％以上 120％未満  2  3    2 1 5 

120％以上 130％未満        1   

130％以上 140％未満        1   

140％以上 150％未満           

150％以上 160％未満           

160％以上 170％未満           

170％以上 180％未満           

180％以上 190％未満           

190％以上 200％未満           

200％以上           

計 19 40 19 40 20 40 20 40 20 40 
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    項目 

 

 

利用見込み 
量に対する利 
用実績の割合 

短期入所生活介護 定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護 

夜間対応型訪問

介護 

小規模多機能

型居宅介護 

複合型サービス

（看護小規模多機

能型居宅介護） 

都道 

府県 

市町 

村等 

都道 

府県 

市町 

村等 

都道 

府県 

市町 

村等 

都道 

府県 

市町 

村等 

都道 

府県 

市町 

村等 

0％     1 3    2 

0％超 10％未満           

10％以上 20％未満    2 1      

20％以上 30％未満   3 6 1    1 2 

30％以上 40％未満    2    2  1 

40％以上 50％未満   5 2 1 1   4 2 

50％以上 60％未満   1 1 1 1  1 4 2 

60％以上 70％未満   5 5 1 2  1 3 5 

70％以上 80％未満   2 4 4 2  3 4 1 

80％以上 90％未満 2 4 1 4 2 3 7 8 1 2 

90％以上 100％未満 17 18 2 2 2  12 10 2 1 

100％以上 110％未満 1 14  1 2 2 1 9 1 2 

110％以上 120％未満  4   2 2  2  1 

120％以上 130％未満        2  1 

130％以上 140％未満           

140％以上 150％未満           

150％以上 160％未満      1    1 

160％以上 170％未満           

170％以上 180％未満    1       

180％以上 190％未満     1      

190％以上 200％未満           

200％以上      2     

計 20 40 19 30 19 19 20 38 20 23 

（注）1 当省の調査結果による。 

2 事業計画において「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護」の利用見込み量を合

算して記載している自治体があり、実績についても合算した数値を「小規模多機能型居宅介護」に計上し

ているため、サービス数の合計は 546サービスで整理している。 
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図表 3－(1)－12 平成 27年度の都道府県・市町村等における施設等の整備目標に対する整備状

況 

 

（注）1 当省の調査結果による。 

   2 都道府県数及び市町村等数については、同一自治体の重複を除いているため、合計値が一致しない。 

 

 

  

都道
府県
実数

市町
村等
実数

6 4 6 3 6 3 6 8 2 5 2 5 2 1 59 30 9 29 11

1 2 3 2 4 2 1 2 1 1 1 2 0 1 23 11 3 12 3

5 2 3 1 2 1 5 6 1 4 1 3 2 0 36 19 6 17 8

4 1 2 2 1 3 1 14 11 4 3 2

2 1 3 0 0 3 2

1 1 1 3 3 2 0 0

0 1 0 1 0 0 2 4 1 3 1 2 1 0 16 5 3 11 7

60％以上70％未満 1 1 2 4 1 1 3 3

50％以上60％未満 1 2 1 4 1 1 3 3

40％以上50％未満 1 1 1 1 0 0

30％以上40％未満 1 1 1 1 0 0

20％以上30％未満 0 0 0 0 0

10％以上20％未満 1 1 1 1 0 0

0％超10％未満 0 0 0 0 0

0％ 2 1 2 5 0 0 5 3

100％以上

0％～100％未満小計

整備率

介護老人福
祉施設

地域密着型
老人福祉施

設

市町
村等
数

都道
府県
数

平成27年度における定量
的な整備目標を設定し、
目標の達成状況が確認で
きた都道府県及び市町村
等

介護老人保
健施設

認知症対応
型共同生活

介護

定期巡回・
随時対応型
訪問介護看

護

都道府県
サービス数

市町村等
サービス数

サービス数合計

都道
府県
数

市町
村等
数

市町
村等
数

都道
府県
数

70％未満

小規模多機
能型居宅介

護

看護小規模
多機能型居

宅介護

90％以上100％未満

80％以上90％未満

70％以上80％未満

都道
府県
数

市町
村等
数

都道
府県
数

市町
村等
数

都道
府県
数

市町
村等
数

都道
府県
数

市町
村等
数
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図表 3－(1)－13 都道府県・市町村等が把握している事業者が参入しない原因 

 

（注）当省の調査結果による。 

  

介護職員等の確保 利用者の需要
施設の規模や活動圏域が限

定的で採算が取れない
施設の建設費の高騰 その他

1

【介護老人福祉施設】
○　介護従事者の確保が困難

【介護老人保健施設】
○　介護従事者の確保が困難

－ －
【介護老人保健施設】
○　建設費が高騰

－

2
【定期巡回・随時対応型訪問
介護看護】
○　人材確保が困難

【定期巡回・随時対応型訪問介
護看護】
○　ニーズがないため。利用者
　 が少なく、居所が点在しサー
   ビスの提供が非効率的

－ － －

3

【看護小規模多機能型居宅介
護】
○　看護職員を確保すること
   が難しい。

【認知症対応型共同生活介護】
○　利用者の確保が困難なた
   め。介護老人福祉施設への
   入所を希望する者が多い。

－ －

【複合型サービス（看護小規模多機
能型居宅介護）】
○　比較的新しいサービスであり、
   経営ノウハウの蓄積が進んでおら
   ず、経営や運営の難しい。事業採
   算ベースに乗るまでに時間を要し
   ている、あるいは、採算ベースに
   乗せられないまま他の事業でカ
   バーしている事業所が多くあるた
   め。

1
【小規模多機能型居宅介護】
○　職員数の確保等

－ －
【小規模多機能型居宅介護】
○　施設整備等の経費・用地
   の確保

【小規模多機能型居宅介護】
○　安定的運営の見込み等

2
【定期巡回・随時対応型訪問
介護看護】
○　人材確保が困難

－ － －

【認知症対応型共同生活介護】
○　近隣住民の反対、オーナー事業
   所間での調整が困難

【小規模多機能型居宅介護】
○　近隣住民の反対

3
【認知症対応型共同生活介
護】
○　介護人材の不足

－ －

【介護老人福祉施設】
○　工事費の高騰等

【地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護】
○　工事費の高騰等

－

4 －

【定期巡回・随時対応型訪問介
護看護】
○　利用者数が伸び悩んでい
   る。提供するサービスが利用
   者にまだ定着していないた
   め、ニーズがない。

－ － －

5 －

【小規模多機能型居宅介護】
○　居宅介護サービスを個別
   に利用した方が安価である
   ため需要がない。
○　居宅介護サービスから小
   規模多機能型居宅介護の利
   用を変更するためにはケア
   マネジャーを変更しなければ
   ならず、抵抗感があり、ニー
   ズがない。

－ － －

6 － －

【地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護】
○　入所定員が少なく、採算
   がとりづらい。

【認知症対応型共同生活介
護】
○　圏域の地域・範囲が事業
   者の意向や希望と合致しな
   い。

－ －

7 － －

【地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護】
○　入所定員が少なく、採算
   がとりづらい。

－ －

8 －

○　居宅介護サービスから小
   規模多機能型居宅介護の利
   用を変更するためにはケア
   マネジャーを変更しなければ
   ならず、抵抗感があり、ニー
   ズがない。

－ －

【小規模多機能型居宅介護】
○　新しいサービスで経営ノウハウ
   の蓄積がなく、経営・運営が困難
○　事業採算ベースに乗るまでに時
   間を要している、採算ベースに乗
   せられないまま他の事業でカバー
   している事業所が多くある。

区分

都
道
府
県

市
町
村
等
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図表 3－(1)－14 平成 27年度の介護保険事業（支援）計画の達成状況の点検・評価の状況 

区分 都道府県 市町村等 合計 

点検・評価を実施しているとするもの 17 26 43 

  うち、委員会等に達成状況を諮っているもの   12   20   32 

点検・評価を未実施としているもの 3 14 17 

  
うち、計画期間の最終年度の平成 29年度に実施する予定

とするもの 
  3   12   15 

合計 20 40 60 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

 

図表 3－(1)－15 平成 27 年度の計画の達成状況が点検・評価されていないサービスの利用見込

み量と利用実績とのかい離状況 

区分 都道府県 市町村等 サービス数 

点検・評価を未実施としているもの 3 14 － 

  
うち、平成 27年度の利用見込み量と利用実績

との間に 30％以上のかい離があるもの 
    2     12     23 

    
うち、平成 27年度の利用見込み量と利用実

績との間に 50％以上のかい離があるもの 
    1     9     15 

（注）当省の調査結果による。 
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（2）基金事業計画に基づく整備事業の事後評価の徹底 

勧           告 説明図表番号 

（医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画の作成） 

都道府県及び市町村等は、国の総合確保方針に即して、かつ地域の実情

に応じて、当該都道府県及び市町村等の地域における医療及び介護の総合

的な確保のための事業の実施に関する計画（以下、都道府県に係る当該計

画を「都道府県計画」、市町村等に係る当該計画を「市町村計画」という。）

を作成することができるとされている。都道府県計画や市町村計画におい

ては、医療介護総合確保区域（地理的条件、人口、交通事情その他の社会

的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設

の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を

図るべき区域）ごとの医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画

期間、当該目標を達成するために必要な事業に関する事項等について定め

るものとされている（医療介護総合確保促進法第 4条及び第 5条）。 

 

（地域医療介護総合確保基金の設置） 

上記の都道府県計画や市町村計画に記載された事業に要する経費に充て

るため、医療介護総合確保促進法に基づき、平成 26年度に「地域医療介護

総合確保基金」が各都道府県に設置された（以下都道府県計画及び市町村

計画を合わせて「基金事業計画」と総称する。）。 

地域医療介護総合確保基金の対象事業は、①地域医療構想の達成に向け

た医療機関の施設又は設備の整備に関する事業、②地域における医療及び

介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等におけ

る医療の提供に関する事業、③公的介護施設等の整備に関する事業、④医

療従事者の確保に関する事業、⑤介護従事者の確保に関する事業となって

いる（③及び⑤は平成 27年度から実施）。 

 

（基金事業計画の事後評価） 

総合確保方針においては、基金事業計画の記載事項の一つとして、基金

事業計画で設定した目標の達成状況及び事業の実施状況に係る事後評価の

方法を記載するものとしているほか、地域医療介護総合確保基金を充てて

実施する事業の評価の仕組みに関し、以下のとおり示している。 

① 国における取組 

国は、都道府県計画に記載された目標の達成状況及び事業の実施状況

についての検証を行い、都道府県に対して、推奨される事項、改善を図

るべき事項等について必要な助言を行うとともに、その後のより効果的

な基金の配分と事業実施に資するよう、適正な評価指標の設定等を行う

ものとする。 

② 都道府県における取組 

 

図表 3-(2)-1 

図表 3-(2)-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(2)-3 
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都道府県は、都道府県計画を作成し、基金を充てて事業を実施する場

合には、各年度に事業ごとの実施状況を把握し、点検するとともに、上

記の事後評価を実施し、その結果を国に提出するとともに、公表するよ

う努めるものとする。 

③ 市町村等における取組 

市町村等は、市町村計画を作成し、基金を充てて事業を実施する場合

には、上記②の都道府県の事後評価に協力するものとする。 

 

また、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に

基づく都道府県計画及び市町村計画並びに地域医療介護総合確保基金の平

成 28 年度の取扱いに関する留意事項について」（平成 28 年 7 月 7 日付け

医政地発 0707 第 1 号・老高発 0707 第 2 号・老振発 0707 第 1 号・保連発

0707第 1号厚生労働省医政局地域医療計画課長・老健局高齢者支援課長・

老健局振興課長・保険局医療介護連携政策課長連名通知。以下「平成 28年

度留意事項」という。）においては、都道府県及び市町村等が平成 27 年度

基金事業計画に基づく事業の事後評価を行うに当たっては、以下の視点に

基づき実施するものとされている。 

① 事後評価のプロセス 

基金事業計画に記載された事後評価の方法に基づき、適正な手続によ

って実施されているか、具体的なプロセスを確認する。また、事後評価

のプロセスの中で出された主な意見等については、基金事業計画の事後

評価に記載 

② 目標の達成状況 

ⅰ）基金事業計画に記載された目標がどの程度目標を達成できたのか 

（特に、数値目標を設定している場合には、その数値目標がどの程度

実現したのか。）。 

ⅱ）目標が未達成の場合には、原因等に対する見解と改善の方向性 

③ 事業の実施状況 

ⅰ）基金事業計画に記載された事業がどの程度実施できたのか（事業の

達成状況）。 

ⅱ）当該事業を通じて得られた効果（事業の有効性） 

ⅲ）当該事業の効率的な実施のために講じた措置（事業の効率性） 

ⅳ）その他、特段評価すべき点や、事業の改善点等、都道府県及び市町

村等が記載すべきと考えたもの 

 

【調査結果】 

今回、調査対象20都道府県及び3市町村等の平成27年度基金事業計画に定

められた介護施設等の整備に関する事業（101事業）のうち、事業の計画期

間が単年度であり、目標値と達成値を比較可能な12都道府県2市町村等が実

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(2)-4 
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施した60事業について、その事業目標の達成状況を調査した結果、以下の

とおりであった。 

① 6都道府県2市町村等が実施した26事業（43.3％）については、事業実

績が定量的に把握されていないなどの理由により、事業目標の達成状況

が把握できず不明となっており、事後評価が適切に実施されていない状

況がみられた。 

② 事後評価が実施され事業目標の達成状況が明らかになっている 34 事

業（7都道府県及び 1市町村等）については、平成 27年度における地域

密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症

対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護事業所等）の整備事業所

数や整備床数等を整備目標に掲げ、当該目標に対する整備実績を記載し

ているが、事業目標の達成率（注）が 50％を下回るものが 17事業（4都

道府県及び 1 市町村等）においてみられ、これらのうち 11事業（3都道

府県及び 1 市町村等）については、未達成の原因やその見解及び改善の

方向性についての分析がなされていない。 

 

（注） 工事が竣工したものを整備実績としており、例えば、工事に着手しているが、

竣工していないものは含まれていない。 

 

平成 28年度留意事項において、目標が未達成の場合には、事後評価にお

いて、未達成の原因等に対する見解と改善の方向性を示すこととされてい

る一方で、平成 27年度に設定した事業目標が、都道府県計画の計画期間を

延長して事業を継続させなければ達成できないと見込まれる場合は、計画

期間を延長することにより、基金を引き続き活用することができるものと

されている。事後評価が適切に行われていない上記の 11事業については、

事後評価の結果も反映されないまま、単に計画期間が延長され、翌年度の

基金事業計画に引き継がれるものとなっている。 

なお、事後評価において未達成の原因について分析している 6事業（1都

道府県）では、公募の不調や選定事業者の辞退による計画の先送りや、施

設整備の遅延による開設時期の変更により目標を達成できなかったと記載

しているものの、改善の方向性についての分析は記載されていない。 

 

 （平成 27年度基金事業計画の事業（60事業）の目標達成状況等） 

 ① 事後評価が適切に行われておらず達成状況が不明なもの 

                 26事業＜6都道府県・2市町村等＞ 

 ② 事後評価が行われ達成状況が明らかになっているもの 

34事業＜7都道府県・1市町村等＞ 

  ⅰ）達成率が 100％以上：12事業＜5都道府県＞ 

  ⅱ）達成率が 80％以上 100％未満：なし 

ⅲ）達成率が 50％以上 80％未満：5事業＜4都道府県＞ 

 

 

図表 3-(2)-5 
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図表 3-(2)-4

（再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(2)-5

（再掲） 

図表 3-(2)-6

（再掲） 
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うち未達成の原因分析等なし 5事業＜4都道府県＞ 

ⅳ）達成率が 20％以上 50％未満：8事業＜3都道府県・1市町村等＞ 

うち未達成の原因分析等なし 8事業＜3都道府県・1市町村等＞ 

ⅴ）達成率が 0％超 20％未満：3事業＜3都道府県＞ 

うち未達成の原因分析等なし 2事業＜2都道府県＞ 

ⅵ）達成率が 0％：6 事業＜2 都道府県＞ 

うち未達成の原因分析等なし 1事業＜1都道府県＞ 

 

【所見】 

 したがって、厚生労働省は、地域の実態やニーズを的確に反映した介護保

険サービスの整備を計画的かつ着実に進める観点から、基金事業計画に基づ

く介護保険サービスの整備のための事業については、それを行う都道府県等

に対し、各年度における事後評価の的確な実施及び未達成の場合の原因等の

分析の徹底を図るよう要請する必要がある。 
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図表 3－(2)－1 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律

第 64 号）（抜粋） 

（総合確保方針）  

第三条 厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに

地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保す

るための基本的な方針（以下「総合確保方針」という。）を定めなければならない。  

２ 総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項  

二 地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法 （昭和二十三年法律第二百五

号）第三十条の三第一項 に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定す

る基本指針の基本となるべき事項  

三 次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並び

にこれらの整合性の確保に関する基本的な事項  

四 前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第

一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画（以下「医

療計画」という。）及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支

援計画（以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。）の整合性の確保に関する事項  

五 公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県

事業に関する基本的な事項  

六 その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項  

３ 厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長（特別区の区長を含

む。次条第四項及び第十条において同じ。）、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者

（次条第四項及び第五条第四項において「医療保険者」という。）、医療機関、同法第百十五

条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者（次条第四項及び第五条第四項において

「介護サービス事業者」という。）、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団

体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるもの

とする。  

４ 厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。  

 

（都道府県計画）  

第四条 都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地

域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画（以下「都道府県

計画」という。）を作成することができる。  

２ 都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 医療介護総合確保区域（地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の

施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみ

て医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。）ごとの当該区
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域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間  

二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項 

イ 医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想の達成に向けた医療機関

の施設又は設備の整備に関する事業 

ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における

居宅等（居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同

じ。）における医療の提供に関する事業（同条第五項の規定により提出された市町村計画

に掲載された同号イに掲げる事業を含む。） 

ハ 公的介護施設等の整備に関する事業（次条第五項の規定により提出された市町村計画

に掲載された同条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。） 

ニ 医療従事者の確保に関する事業 

ホ 介護従事者の確保に関する事業 

ヘ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるもの

として厚生労働省令で定める事業（次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲

載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。） 

三 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項  

３ 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業

支援計画との整合性の確保を図らなければならない。  

４ 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業

者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他

の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

５ 都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生

労働大臣に提出しなければならない。  

 

（市町村計画）  

第五条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に

応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関す

る計画（以下「市町村計画」という。）を作成することができる。  

２ 市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総

合的な確保に関する目標及び計画期間  

二 前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項 

イ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該

市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業 

ロ 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設で

あって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるもの

として厚生労働省令で定めるものを整備する事業 

ハ 次に掲げる老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確
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保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で

定めるものを整備する事業 

（１） 老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム 

（２） 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム（以下「軽費老人ホーム」と

いう。） 

ニ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるもの

として厚生労働省令で定める事業 

三 その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項  

３ 市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第百十七条第一項に規定する

市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図らなければならない。  

４ 市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道

府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業

者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他

の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

５ 市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町

村の属する都道府県に提出しなければならない。  

 

（基金）  

第六条 都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業（第九条に

おいて「都道府県事業」という。）に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法

（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十一条の基金を設ける場合には、国は、政令で定

めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。  

 

（財源の確保）  

第七条 前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改

正する等の法律（平成二十四年法律第六十八号）の施行により増加する消費税の収入をもっ

て充てるものとする。  

 

（注）下線は当省が付した。 
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図表 3－(2)－2 地域医療介護総合確保基金の概要 

 
（注）厚生労働省の資料による。 

 

図表3－(2)－3  地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針（平成26年

厚生労働省告示第354号。28年12月26日一部改正）（抜粋） 

第1～第2 （略） 

 

第3 都道府県計画及び市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項 
一 （略） 

  二 都道府県計画及び市町村計画の基本的な記載事項 
   1～3 （略） 
   4 事業の評価方法 

（1）関係者からの意見聴取等の状況 
第3の一の2に定める関係者からの意見聴取の状況等、当該関係者等の意見を反映させるために

講じた措置の具体的内容を記載するものとする。 
（2）事後評価の方法 

都道府県計画又は市町村計画で設定した目標の達成状況及び事業の実施状況に係る事後評価の
方法を記載するものとする。 

 三～五 （略） 
 
第4 公正性及び透明性の確保その他基金を充てて実施する都道府県事業に関する基本的事項 

一 基金に関する基本的な事項 
  1～2 （略） 

3 基金を充てて実施する事業の評価の仕組み 
（1）国における取組 

国は、都道府県計画に記載された目標の達成状況及び事業の実施状況についての検
証を行い、都道府県に対して、推奨される事項、改善を図るべき事項等について必要
な助言を行うとともに、その後のより効果的な基金の配分と事業実施に資するよう、
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適正な評価指標の設定等を行うものとする。 
（2）都道府県における取組 

都道府県は、都道府県計画を作成し、基金を充てて事業を実施する場合には、各年
度に事業ごとの実施状況を把握し、点検するとともに、第3の二の4の2に基づく事後評
価を実施し、その結果を国に提出するとともに、公表するよう努めるものとする。 

（3）市町村における取組 
市町村は、市町村計画を作成し、基金を充てて事業を実施する場合には、（2）の

都道府県の事後評価に協力するものとする。 

 二 （略） 

（注）下線は当省が付した。 

 

図表 3－(2)－4 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく都道府

県計画及び市町村計画並びに地域医療介護総合確保基金の平成 28 年度の取扱い

に関する留意事項について（平成 28年 7月 7日付け医政地発 0707第 1号・老高

発 0707第 2号・老振発 0707第 1号・保連発 0707第 1号・保連発 0707第 1号厚

生労働省医政局地域医療計画課長・老健局高齢者支援課長・老健局振興課長・保

険局医療介護連携政策課長連名通知）（抜粋） 

第1 都道府県計画及び市町村計画の作成に関する事項 

1～2 （略） 

3 都道府県計画及び市町村計画の作成に係る手順 

都道府県計画及び市町村計画を作成する際に考えられる一般的な手順を提示するので、

状況に応じて参考にされたい。 

また、都道府県計画及び市町村計画の様式例を、別添1及び別添2のとおり添付するの

で、必要に応じて参考とされたい。 

なお、市町村において、基金を活用した事業を実施する場合は、可能な限り市町村計

画（案）を作成されたい。 

① 都道府県及び市町村は、都道府県計画又は市町村計画を作成するための保健・

医療担当部局と介護・福祉担当部局の連携による体制の整備を行う。 

② 都道府県及び市町村は、地域医療・介護の現状分析等に係るデータの収集、調

査の実施及び将来予測の検討を行う。 

③ 都道府県及び市町村は、都道府県計画又は市町村計画を策定するにあたっては、 

・ 対象地域における医療提供体制の再構築や地域包括ケアシステムの構築等を推

進するために実施してきたこれまでの事業の評価 

・ 新たに計画する事業に係る指標及び定量的な目標、事業の優先順位 

・ 医療計画（地域医療構想を含む）又は市町村介護保険事業計画若しくは都道府

県介護保険事業支援計画における目標等との整合性の確保 

等について確認・検討する。 

④ 対象地域における医療提供体制の再構築や地域包括ケアシステムの構築等を推進

するために実施してきたこれまでの事業の評価、新たに計画する事業に係る指標及

び医療計画又は市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援計画に

おける目標と整合性が図られた定量的な目標、事業の優先順位、地域医療構想及び

医療計画のPDCA指標並びに介護保険事業支援計画の達成状況等との整合性が図られ

ているかを確認する。 

⑤ 市町村計画を作成する場合、市町村は、市町村計画（案）に関する医師会など地域

の関係者への意見の聴取を行い、都道府県への提出を行う。 

⑥ 都道府県は、管内の市町村の市町村計画（案）を取りまとめ、市町村から医療及び
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介護の総合的な確保に関する事業の実施に関する要望の聴取を行うとともに、市町

村計画（案）における事業を調整し、都道府県計画（案）へ盛り込む事業の検討を

行う。 

⑦ 都道府県は、都道府県計画（案）に関する医師会など地域の関係者への意見の聴

取を行う。 

⑧ 都道府県は、以上の検討を踏まえた都道府県計画（案）の作成を行う。（これま

での間に、必要に応じ、厚生労働省との意見交換を行う。） 

⑨ 厚生労働省による都道府県への交付額の内示 

⑩ 都道府県による市町村への交付額の内示（市町村は、市町村計画を作成する場合には、

市町村計画の決定、都道府県への提出を行う。） 

⑪ 都道府県は、都道府県計画の決定、都道府県計画（別紙1、付属資料1－1、1－2及び付

属資料2を含む。）の厚生労働省への提出を行う。 

（注）⑤及び⑦のほか、必要に応じて、医師会など地域の関係者への意見聴取

を実施すること 

 

第3 都道府県計画及び市町村計画の事後評価に関する事項 

都道府県及び市町村が平成27年度都道府県計画及び平成27年度市町村計画に基づく事業

の事後評価を行うに当たっては、以下に規定する視点に基づき、実施するものとする

（別添1の別紙1及び別添2の別紙2関係）。 

また、26年度都道府県計画の事後評価についても、国と協議を行った計画変更等を反映

の上、27年度事後評価と合わせて提出すること。（様式は26年度に示したものを活用して

差し支えない。） 

1 事後評価のプロセス 

都道府県計画及び市町村計画に記載された事後評価の方法に基づき、適正な手続きに

よって実施されているか、具体的なプロセスを確認する。 

また、事後評価のプロセスの中で出された主な意見等については、都道府県計画及び

市町村計画の事後評価に記載する。 

 

2 目標の達成状況 

① 都道府県計画及び市町村計画に記載された目標がどの程度目標を達成できたのか 

（注）特に、数値目標を設定している場合には、その数値目標がどの程度実現したの

か。 

② 目標が未達成の場合には、原因等に対する見解と改善の方向性 

3 事業の実施状況 

① 都道府県計画及び市町村計画に記載された事業がどの程度実施できたのか（事業の

達成状況） 

② 当該事業を通じて得られた効果（事業の有効性） 

③ 当該事業の効率的な実施のために講じた措置（事業の効率性） 

④ その他（上記の他、特段評価すべき点や、事業の改善点等、都道府県及び市町村が記

載すべきと考えたもの） 

（注）特段評価すべき視点とは、基金を活用した独自のモデル的な事業を実施し
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ている、事業実施手法の工夫により特に効果が上がっている事業がある等を指し

ており、積極的に記載するよう努めていただきたい。 

 

第5 区分経理等に関する事項 

1 年度ごとの区分経理 

基金は、毎年度、交付金の交付を受けて造成されるものであるため、都道府県は、交

付年度ごとに基金の執行状況等について把握・管理するものとする。 

 

2 繰越し 

平成28年度に設定した都道府県計画の計画期間について、計画期間を延長して事業を

継続させなければ設定された目標が達成されないと見込まれる場合には、都道府県計画

を変更し、計画期間を延長することにより、当該都道府県計画の作成年度に積み立てた

基金を引き続き活用することができるものとする。 

 

（注）下線は当省が付した。 

 

図表 3－(2)－5 都道府県及び市町村等における基金事業計画の事後評価の実施状況 

 

調査対象 20 都道府県の平成 27 年度基金事業計画及び
同計画を作成している 3市町村等の同計画に定められ
た介護施設等の整備に関する事業数 

  

うち、事業期間が単年度のもの 

  
うち、 

都道府県事業数 

うち、 

市町村等事業数 

事後評価が適切に行われておらず達成状況
が不明なもの 

42 26 23（6） 3（2） 

  

達成値が記載されていないもの 13 7 4（2） 3（2） 

目標値又は達成値に基金事業以外のも
のが含まれており、評価が困難なもの 

29 19 19（5） 0（0） 

事後評価が行われ達成状況が明らかになっ
ているもの 

59 34 33（7） 1（1） 

合計 101 60 56（12） 4（2） 

（注）1 当省の調査結果による。 

   2 都道府県数及び市町村数については、同一自治体において事業により事後評価の状況が異なっている

場合があるため、合計値が一致しない。 

3 （ ）内は、該当する自治体数である。 
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図表 3－(2)－6 都道府県及び市町村等における基金事業計画の目標達成状況等（平成 27年度） 

  

事後評価が実施され事業目標の達成状況が明らかになっている事業数 

    
うち、都道

府県事業数 

都道府県数 うち、市町

村等事業数 

市町村等数 

  

うち、

未達成

の原因

分析等

なし 

 

うち、

未達成

の原因

分析等

なし 

  

うち、

未達成

の原因

分析等

なし 

  

うち、

未達成

の原因

分析等

なし 

  

うち、

未達成

の原因

分析等

なし 

事後評価が行われ達成状況が

明らかになっているもの 
34   33   7   1   1   

  
達
成
率 

100％以上 12   12   5   0   0   

80％以上 100％未満 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50％以上 80％未満 5 5 5 5 4 4 0 0 0 0 

50％未満 17 11 16 10 4 3 1 1 1 1 

 
 

20％以上 50％未満 8 8 7 7 3 3 1 1 1 1 

 
 

0％超 20％未満 3 2 3 2 3 2 0 0 0 0 

 
 

0％のもの 6 1 6 1 2 1 0 0 0 0 

（注）1 当省の調査結果による。 

   2 都道府県数及び市町村数については、同一自治体において事業により事後評価の状況が異なっている

場合があるため、合計値が一致しない。 

      3 工事が竣工したものを整備実績としており、例えば、工事に着手しているが、竣工していないものは

含まれていない。 
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（3）介護の事前準備に必要となる介護保険制度等の情報の周知 

勧           告 説明図表番号 

（介護保険の被保険者に対する介護保険制度等の周知・啓発） 

「ニッポン一億総活躍プラン」における「介護離職ゼロ」目標に係る

9 項目の対応策の一つである「介護に取り組む家族が介護休業・介護休暇

を取得しやすい職場環境の整備」では、誰もが介護休業の取得をためら

うことのない社会を目指し、介護休業制度の周知や各企業への働き掛け、

介護と仕事の両立が可能な働き方の普及を推進するとして、介護保険の

被保険者となる労働者（40 歳に達した労働者）に対する介護休業制度や

介護保険サービスの周知・啓発を実施するとしている。 

これを受けて、厚生労働省は、40歳に到達し介護保険料の徴収が開始

される者を始め、介護保険の第 2 号被保険者（40 歳から 64 歳までの医

療保険加入者）に対する介護保険制度の周知を図るため、「介護保険の第

2号被保険者に対する介護保険制度の周知について（依頼）」（平成 28年

10 月 14 日付け老発 1014 第 4 号厚生労働省老健局長通知）（注 1､2）によ

り、都道府県に対し、管内の国民健康保険の保険者及び関係団体を通じ

た国民健康保険の加入者たる第 2 号被保険者への介護保険制度の周知に

ついて協力を依頼している。健康保険組合連合会や全国健康保険協会等

に対しても、同日、同様の老健局長通知により、健康保険等の加入者た

る第 2 号被保険者への介護保険制度の周知について協力を依頼してい

る。 
 

（注）1 本通知では、第 2号被保険者は、自らが加齢に伴う疾病（特定疾病）が原因

で介護が必要となった場合にサービスを受けることができるとともに、自らの

親が要介護状態となる可能性が高まる世代であり、介護保険制度を利用するこ

とで、家族の介護の負担軽減や介護を理由とする離職の防止につながることも

考えられるため、40 歳に到達し新たに第 2 号被保険者となることを機に、当

該者に対し介護保険制度の内容について周知することが有効であると考えら

れる旨が述べられている。 

2 本通知には、第 2号被保険者に対する介護保険制度の周知に資するため、介

護保険制度や介護休業制度等を説明するリーフレット「介護保険制度について

（40歳になられた方へ）」が添付されている。 

 

（介護の事前準備に必要な情報の提供) 

厚生労働省では、労働者が周囲の理解を得て介護休業制度等を利用し

やすい職場風土づくりを行うことに加え、仕事を辞めずに介護と両立す

るための仕組みについての情報提供を課題と位置付け、平成 25年度から

「仕事と介護の両立支援事業」を実施しており、28年度では、実際に仕

事と介護の両立を実現している事例の収集等を行い、事例集「仕事と介

護 両立のポイント－あなたが介護離職しないために－」として取りま

とめ公表している。 

この事例集においては、介護をしながら働き続けるためのポイントを

解説するとともに、現在介護を行っていない者に対しては、介護がいつ
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始まっても慌てないように、事前にしっかりと準備しておくことが大切

であるとしている。また、「事前に準備しておくべきこと」として、①介

護保険制度・介護保険サービスの概要を把握しておくこと、②介護に直

面した時にどこに相談すればよいか、その窓口を知っておくことの 2 点

を挙げた上で、利用できる介護保険サービスの種類・内容、介護休業制

度等の基礎知識、地域の総合的な相談窓口としての地域包括支援センタ

ーなどについて紹介している。 

 

【調査結果】 

Ａ 意識調査の結果 

今回、上記事例集において「事前に知っておくべきこと」とされてい

るもののうち、「介護保険サービス」、「介護休業」及び「地域包括支援セ

ンター」について、家族介護者に対して介護を始める前に「知っていた」

又は「知らなかった」の選択肢を用意し、いずれかを選択してもらう方

法で介護を始める前の認知状況に関する意識について調査した結果は、

次のとおりである。 

調査対象の家族介護者のうち、これらについて介護を始める前に「知

らなかった」と回答した者の割合は、「介護保険サービス」が 53.0％（824

人/1,555人）、「介護休業」が 72.8％（1,143人/1,569人）、「地域包括支

援センター」が 54.6％（804人/1,472人）である。また、これら全てを

知らなかったとする者の割合が 35.7％（474 人/1,327 人）、これらのい

ずれか一つでも知らなかった者の割合は、81.9％（1,413 人/1,726 人）

と、回答者の 8 割以上の者は必要な情報・知識が十分にないまま介護を

開始している状況がみられた。 

  

Ｂ 実地調査の結果 

  上記の意識調査の結果では、介護を始める前に介護保険サービスや介

護休業制度等に関する情報を知らなかった者が多数みられるが、こうし

た介護の事前準備に必要な介護保険制度等の情報について、調査対象 40

市町村等における 40 歳に到達した国民健康保険加入者への周知状況に

ついて調査した結果は次のとおりである。 

① 13市町村等（32.5％）では、管内の 40歳に到達し介護保険料の徴収

が開始される者又は第 2 号被保険者に対し、介護保険制度の枠組みや

介護保険サービスの種類・内容、介護休業制度を始めとした各種の勤

務制度等を整理したパンフレットを独自に作成して介護保険制度等の

周知を行っていた。 

② 一方、27市町村等（67.5％）では、 

ⅰ）介護給付の対象となっていない年齢層にまで周知する必要性が不

明である、 
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ⅱ）介護の認定を受ける際に医療機関から情報提供されるはずである 

としているなど、介護保険制度等の周知の趣旨が十分理解されていな

いため、40 歳に到達し介護保険料の徴収が開始される者を始め、第 2

号被保険者に対する介護保険制度の周知を行っていない。 

 

【所見】 

したがって、厚生労働省は、一億総活躍社会の実現という政府方針の下、

介護離職ゼロの実現を図る観点から、労働者個々が介護への実効性のある

備えを行うために必要な情報の提供・周知を図るため、国民健康保険加入

の 40 歳に到達した者等の第 2 号被保険者に対する介護保険制度等につい

ての周知が徹底されるよう、そのための取組を促進する必要がある。 
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図表 3－(3)－1 ニッポン一億総活躍プラン（平成 28年 6月 2日閣議決定）（抜粋） 

 

（注）下線は当省が付した。 

 

 

図表 3－(3)－2 介護保険の第 2号被保険者に対する介護保険制度の周知について（依頼）（平成

28年 10 月 14日付け厚生労働省老健局長通知）の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通知の趣旨】 

○ 介護保険制度は、現在約 606 万人の方が利用し、介護を必要とする高齢者を支える仕組

みとして定着しています。今後、高齢化が進展していくことや、介護離職の防止が喫緊の課

題となる中、介護を社会全体で支えていくことはより一層重要となっています。 

○ そのような状況の中で、介護保険料を負担している 40 歳から 64 歳までの医療保険加入

者（以下「第 2号被保険者」という。）に、自らが支え手となる介護保険制度について、理

解が広がることが重要です。第 2号被保険者は、自らが加齢に伴う疾病（特定疾病）が原因

で介護が必要となった場合にサービスを受けることができるとともに、自らの親が要介護

状態となる可能性が高まる世代であり、介護保険制度を利用することで、ご家族の介護の負

担軽減や介護を理由とする離職の防止につながることも考えられます。そのため、40 歳に

到達し、新たに第 2 号被保険者となることを機に、介護保険制度の内容について周知して

いただくことが有効であると考えられます。 

 
【健康保険組合連合会副会長への依頼（平成 28年 10月 14日付け老発 1014第 2号）】 

○ 各健康保険組合において、40 歳に到達し保険料の徴収が開始される方をはじめ、第 2 号

被保険者へ介護保険制度を周知することについて、特段のご配慮及びご協力をいただきま

すようお願い申し上げます。 

  なお、第 2 被保険者に対する介護保険制度の周知に資するため、別紙のとおりリーフレ

ットを作成しましたので適宜ご活用ください。 
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（注）下線は当省が付した。 

 

図表 3－(3)－3 仕事と介護の両立支援事業の概要 

               内            容 

現 

状 

◇ 働き盛り世代の家族介護者が今後５年で急増 

団塊世代が70歳代に突入し、要介護状態になる可能性が高まる。 

◇ 介護の突発性と多様性への対応が困難 

介護は育児とは異なり、突発的に発生し、期間も不明確である。 

◇ 介護離職した労働者の補充等が困難 

家族介護をする世代は企業の中核を担う40・50代であり、離職による補充が困難である。 
 

課 

題 

＜企業＞ 

◆ 中核を担う人材の離職などを防ぎ、従業員が仕事と介護を両立できる職場環境作りへの取

組 

◆ 介護に直面する労働者が生じた場合の具体的な支援 

＜労働者＞ 

◆ 仕事を辞めずに介護と両立するための仕組みについての情報提供 

◆ 周囲の理解を得て、制度を利用しやすい職場風土 
 

事

業

内

容 

平
成
25
年
度 

● 介護離職を予防するための「職場環境モデル」を策定し、仕事と介護の両立支援研

修を開催 

● 仕事と介護の両立事例を作成 

26
年
度 

● 前年度に策定した「職場環境モデル」導入実証実験の実施（100社対象） 

● 企業及び労働者の課題を踏まえて上記モデルを改定し、「仕事と介護の両立支援対

応モデル」を作成 

27
年
度 

● 「仕事と介護の両立支援対応モデル」の充実を図り、周知 

● 介護休業、短時間勤務、介護休暇等の制度を活用して継続就業している労働者の事

例を収集し事例集を作成 

28
年
度 

● 「介護支援プラン」のモデルを構築し、「仕事と介護の両立支援対応モデル」と併

せて周知を図るため研修を実施 

● 介護休業等の制度を活用して継続就業している労働者の事例をさらに広く収集し事

例集を作成 

29
年
度 

【企業向け】 

① 「介護支援プラン」モデルの充実（拡充） 

介護休業等の制度を活用しつつ安心して働き続けられる雇用環境の整備を促進する

ため、個々の労働者のニーズに応じた両立支援に活用できる「介護支援プラン」モデ

【都道府県知事への依頼（平成 28年 10月 14日付け老発 1014第 4号）】 

○ 貴管内の国民健康保険の保険者及び関係団体において、40 歳に到達し保険料の徴収が開

始される方をはじめ、第 2 号被保険者へ介護保険制度を周知することについて、特段のご

配慮及びご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

  なお、第 2 被保険者に対する介護保険制度の周知に資するため、別紙のとおりリーフレ

ットを作成しましたので適宜ご活用ください。 
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ルの内容、パターンをさらに充実。 

② 「介護支援プラン」のモデルの普及促進 

企業の介護離職を予防するための取組である「仕事と介護の両立支援対応モデル」

に加え、①で拡充したモデルを活用し、人事労務担当者等を対象に、研修を実施。 

【労働者向け】 

③ 介護休業等の制度と介護保険サービスを組み合わせて就業継続できるモデル例の構

築・周知（新規） 

【広く一般向け】 

④ 仕事と介護の両立に向けた情報を提供 シンポジウムの開催 
 

（注）厚生労働省の資料に基づき、当省が作成した。 

 

 

図表 3－(3)－4 仕事と介護 両立のポイント－あなたが介護離職しないために－（平成 28 年度

仕事と介護の両立支援事業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【はじめに（抜粋）】 

本事例集では、実際に仕事と介護の両立を実現している９名の方の事例を「第Ⅱ部」で紹介

しています。また、「第Ⅰ部 第２章」では、ケアマネジャーの方々へのグループインタビュ

ーより、仕事と介護を両立するためのアドバイスをまとめています。 

 これらより、どうしたら介護をしながら働き続けられるのか、「第Ⅰ部 第１章」で、以下

の５つのポイントをあげて解説しています。 

ポイント１： 職場に「家族等の介護を行っていること」を伝え、必要に応じて勤務先の「仕

事と介護の両立支援制度」を利用する 

ポイント２： 介護保険サービスを利用し、自分で「介護をしすぎない」 

ポイント３： ケアマネジャーを信頼し、「何でも相談する」 

ポイント４： 日ごろから「家族や要介護者宅の近所の方々等と良好な関係」を築く 

ポイント５： 介護を深刻に捉えすぎずに、「自分の時間を確保」する 

また、現在、介護を行っていない方には「事前準備」が必要です。介護はいつ始まるか分か

りません。明日、突然やってくるかもしれません。そこで介護がいつ始まっても慌てないよう

に、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。「第Ⅱ部」の事例で紹介している方から

も「事前に準備しておくべきこと」のアドバイスを受けました。それは以下の２点に集約され

ます。 

❶ 介護保険制度・介護サービスの概要を把握しておくこと 

❷ 介護に直面した時にどこに相談すればよいか、その窓口を知っておくこと 

これら ❶ ❷ に関わる情報を「第Ⅰ部 第３章」に記載しています。 

 現在、介護を行っている・いないに関わらず、これらを参考にしながら「仕事と介護の両立

イメージ」を持ち、介護離職の不安を払拭してください。 

 本事例集を活用することで、介護に直面しても決して慌てずに、かつ、あきらめずに、仕事

と介護の両立を実現させてください。 
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【第Ⅰ部 仕事と介護を両立するためのポイント 第3章 事前に知っておくべきこと（概要）】 

１ 介護の基礎知識 

 □ 介護保険制度のあらまし 

 
□ サービスのながれ 

（申請→要介護認定→ケアプラン作成→サービスの利用→更新手続き）詳細省略 
□ 利用できるサービス 
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（注）下線は当省が付した。 

 

図表 3－(3)－5 介護を始める前の認知状況 

 介護を始める前 

から知っている 

（構成比） 

介護を始める前

は知らなかった 

（構成比） 

計 

（無回答者 

を除く） 

①～③のいずれも 

知らなかった 

①～③のいずれか

一つでも 

知らなかった 

①介護保険サービス 731 

（47.0％） 

824 

（53.0％） 

1,555 

（100％） 

474 

（35.7％）（注 2） 

1,413 

（81.9％）（注 3） 

②介護休業 426 

（27.2％） 

1,143 

（72.8％） 

1,569 

（100％） 

③地域包括支援センター 668 

（45.4％） 

804 

（54.6％） 

1,472 

（100％） 

  （注）1 当省の意識調査結果による。 

2 ①～③について、いずれも回答している者 1,327 人を 100 とした場合の割合 

3 ①～③について、いずれも無回答の者を除いた 1,726 人を 100 とした場合の割合 

  

２ 育児・介護休業法のポイント 

 □ 介護を行う労働者が利用できる制度・公的給付 
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図表 3－(3)－6 調査対象 40市町村等における介護保険の第 2号被保険者への介護保険制度等

の周知状況 

取 組 内 容 該当市町村等 

介護保険

の第 2 号

被保険者

に周知を

行ってい

るもの 

① 

40歳に到達し、新たに介護保険の第 2号被保険者とな

った者に対し、国民健康保険料納付書を送付する際に、

納付額が介護保険料で増額された理由とともに、介護保

険制度の内容を周知する文書を同封しているもの  

3市町村等 

② 

40 歳に到達した者への個別の周知は実施していない

が、年 1 回又は介護保険事業計画の策定年度等に介護保

険制度の周知のためのガイドブック等を独自に作成し

て、全戸配布しているもの  

10市町村等 

40 歳に到達し介護保険料の徴収が開始される者を始め、第 2 号被保険

者に対する介護保険制度の周知を行っていないもの 
27市町村等 

 （注）当省の調査結果による。 

 

 

図表 3－(3)－7  市町村等における国民健康保険に加入する介護保険の第 2号被保険者への介護

保険制度等の周知が未実施の主な理由 

 理由の内容 

1 
給付対象となっていない一般の第 2号被保険者からサービスの内容について問合せを受

けることはなく、第 2 号被保険者に対する周知の必要性がどの程度あるのか不明である。 

2 介護に関心のない若年層の世帯まで配布することは非効率である。 

3 

第 2号被保険者で介護保険サービスを利用するのは特定疾病により介護・支援が必要と認

定される者であり、必要な情報は介護保険制度も含め、医療機関から情報提供されるはずで

ある。 

（注）1  当省の調査結果による。 

      2  表中の理由は、第 2号被保険者に対する介護保険制度の周知を行っていない 27市町村等から聞かれた 

周知をしていない主な理由である。 
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